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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７３２ 包装用容器（細口突出型、偏平） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＤ 全 包装用瓶（細口・偏平） 

Ｆ４－５１０ＡＤＡ 全 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｇ１－５２２ 可搬型タンク 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｊ７－４０ 手術用機械器具及び処理用機械器具 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・首部、胴部、肩部からなり、口部が胴部より絞られた細口突出型の包装用容器のうち、平面視において 

偏平形状のものを分類する。 

・扁平とは、平面視におけるおおよその縦の幅を１としたときに横の幅が２以上の比率であるものをいう。 

包装用瓶 

登録 第９３８４２１号 
包装用容器 

登録 第１１８５７３５号 
包装用瓶 

登録 第１１６２７９８号 
包装用瓶 

登録 第１１４３８３２号 
包装用容器 

登録 第 1153932 号
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

・偏平に該当するか否かは、平面形状が上下左右対称であることは条件とせず、あくまで縦、横の比率の

みで判断することとする。 

以下のような比率のものは偏平に該当せず、Ｆ４－７３０に分類する。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

ボトル   

   

包装用容器 

登録 第１１１５７９９号 
包装用容器本体 

登録 １１４９５７６号 

 


